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資料概要

Ⅰ 指導監査について（p3～7）

例年行っている運営指導や集団指導および監査についての概要の説明。

Ⅱ 令和元年度～令和７年度運営指導における主な指摘事項について（p8～23）

直近（令和元年度～令和７年度）の運営指導の中で見られた主な指摘事項に
ついての紹介。
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Ⅰ 指導監査について
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１ 指導

介護保険事業の健全な運営を確保するため、サービスの質の確保向上や保険

給付の適正化を図ることを目的として、介護サービス事業者に対し、指定基準の

遵守、サービスの内容、介護報酬請求等に関する事項について周知徹底させる

ために実施。
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【実施方法】
①集団指導

・介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について、講習

会等の方法（オンラインを含む）により実施。

② 運営指導

・サービスの質の確保向上や保険給付の適正化を図ることを目的として、介護サービス事業者の事業所等に出向き、

適正な事業運営が実施されているか確認し、指導等を実施。

運営指導を行う中で、報酬請求指導の際に不正が確認され、著しく悪質な請求と認められる場合等には、直ちに「監

査」に変更して検査を継続実施。



著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の
安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合、報酬請求に誤りが確認
され、その内容が不正又は著しく不当な請求と認められる場合等に、「運営
指導」を「監査」に変更して実施。

なお、監査の結果、必要と認められる場合は、次ページの措置を実施。

《法律上、県、市町村に「立入権限」あり》

２ 監査
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②経済上の措置
介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求
に関し不正又は不当の事実が認められ、これに係る返
還金が生じた場合には、保険者において介護報酬の返
還請求（返還金には、市町は40％の加算金を付すことが
可能）。

①行政上の措置
○勧告・命令等
人員基準を満たしていない事業者、設備・運営基準に
従って適正な運営を行っていない事業者等に対して、
期限を定めて是正を勧告し、期限内に従わなかったと
きはその旨を公表できる。
また、勧告に沿った措置をとらない場合には期限を定
めて措置をとるように命令し、その旨を公示。

○指定の取消し・効力停止
指定事業者が介護保険法第77条等に定める取消事
由のいずれかに該当するときは、指定を取り消すこと
が可能。また、期間を定めて、指定の全部又は一部の
効力を停止できる。
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３ 監査後の取扱
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Ⅱ 令和元年度～令和７年度運営指導における
主な指摘事項について
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指摘事項
【運営基準関係：サービス共通】
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事例１

◎当局の指導内容等

苦情や事故（ヒヤリハット含む）に係る記録が不十分であったり、適切に管理がなされていなかっ

たことから、苦情等の詳細な内容が分からなかったり、対応・処理した内容が分からないものが見ら

れました。サービスの質の向上、改善を図っていく上でも適切に記録・管理を行ってください。

◇根拠

＊鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例（平成24年12月21日鳥取県条例第76号）

苦情や事故等に係る記録、管理が不十分であった。

（例）通所介護の場合
第5条別表6「事故等への対応」
２ 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、市町村、家族及び指定居宅介護支援事業者に連絡
するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。
４ 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。
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事例２

◎当局の指導内容等

重要事項説明書に記載が必要な事項を今一度ご確認いただき、記載漏れが無いよう留意してく

ださい。また、利用者等へ説明されたら記録も残すようお願いします。

◇根拠

＊指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について（平成11年3月31日厚令第37号）

重要事項説明書について運営規程の概要等、必要な事項の記載が
ない及び利用者等への交付記録等がないものがあった。

（例）訪問介護の場合
第３(2)「内容及び手続の説明及び同意」
居宅基準第８条は、指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供するため、その提供の開始に際し、
あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定訪問介護事業所の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事
故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実
施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者がサービスを選択するための重要事項について・・・（略）文
書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定訪問介護の提供を受けることにつき同意を得なければならないこ
ととしたものである。
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事例３

◎当局の指導内容等

サービス担当者会議の実施記録が無いものが散見されています。居宅介護支援事業者と連携

をとりながら、実施記録をサービス提供事業所においても保管し、利用者の心身の状況等の把握

に努めてください。

◇根拠

 

サービス担当者会議等の記録が無く、利用者の心身の状況等の把
握に努めることができていない。

＊鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例（平成24年12月21日鳥取県条例第76号）
（例）通所介護の場合
第5条別表6「記録の作成及び保存」
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの通所介護計画、サービスの提供の項第１号の記録、事故等への対応の項第2号及
び第4号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

＊指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年3月31日厚令第37号）
（例）訪問介護の場合
第13条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を
通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
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事例４

◎当局の指導内容等

サービス提供は個別援助計画に基づいて行われることが原則です。利用開始日までに個別援

助計画を作成し、利用者へ交付、同意を得るように留意してください。

 ◇改善状況

・計画作成に係る事務分担の見直しや計画作成に関しての一連の流れを職員へ再周知の徹底など

・サービス開始前に管理者や他のサービス提供責任者に確認をもらい、チェックを複数人で行うなど

 ◇根拠  ＊指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年3月31日厚令第37号）

サービス利用開始後に個別援助計画（通所・訪問介護等計画）が
作成されていた。

（例）通所介護の場合
第98条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことがで
きるよう必要な援助を行う。
第99条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を
達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。
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事例５

◎当局の指導内容等
居宅サービス計画の内容に変更があったが個別援助計画が適切に更新されていないものや、サービス内
容について居宅サービス計画と個別援助計画の間で相違のあるものがありました（例：居宅サービス計画と個
別援助計画に記載のサービス提供の回数が異なっている。恒常的に居宅サービス計画に定めるサービス提
供時間と個別援助計画に記載の時間が異なっている。など）計画に基づいたサービス提供を適切に行うため
にも適切な作成・更新に留意してください。

 ◇改善状況

  ・個別援助計画作成者とは別に確認責任者を置く。

・チェック表を用いて、個別援助計画の内容を確認する。

 ◇根拠

 ＊鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例（平成24年12月21日鳥取県条例第76号） 

個別援助計画が居宅サービス計画に沿って作成されていない。

※通所介護の場合
第5条別表6「通所介護計画」
１ 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、居宅サービス計画の内容に沿って、作成すること。

14



事例６

◎当局の指導内容等

居宅サービス計画作成等に関わる情報について適切に居宅介護支援事業者へ情報提供され
ていない、やり取りが口頭のみに終始しており、ケアマネに対して正しく情報が伝わっていない
等々が散見されました。適切にケアプランや個別援助計画の変更等が行われる為にも、居宅介護
支援事業者と密接に連携し、必要な事項は記録する等、留意してください。

 ◇根拠

 ＊指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年3月31日厚令第37号）

居宅介護支援事業者と密接な連携が図られていない。

（例）訪問介護の場合
第14条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又
は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
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事例７

◎当局の指導内容等

高齢者虐待防止委員会等※の開催結果は「従業者に周知徹底を図ること」となっているが、一
部従業者しか周知されていない及び周知記録がないものが見受けられたので、徹底をお願いしま
す。

※身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会及び感染症予防及びまん延のための対策を検討する委員会も同様です。

◇ 根拠

 ＊鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例施行規則（平成25年3月29日鳥取県規則第23号） 

令和６年度より義務化された虐待防止検討委員会等の開催結果に
ついて、職員への周知及びその記録がないものが見受けられた。

（例）訪問介護の場合
第5条別表1「サービスの提供」
１～20 （略）
21 虐待を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹  
底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。
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事例８

◎当局の指導内容等
令和６年度介護報酬改定で義務化された業務継続計画等※の研修・訓練について、どの法令に基づき実施しているか

把握していない事業所が見受けられました。特に６年度の介護報酬改定で義務化された研修・訓練が増え、研修・訓練を一
体的に開催する事業所が増えてますので、ご注意ください。

※「感染症予防及びまん延の防止」「非常災害対策」に係る研修・訓練及び「身体的拘束の適正化」「虐待防止」も含む

◇根拠

 ＊鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例（平成24年12月21日鳥取県条例第76号）

業務継続計画等に基づく研修及び訓練について、法令上の位置付
けが不明確なものが見受けられた。

（例）訪問介護の場合
第5条別表1「サービスの提供」
１～６（略）
7 感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対してサービスを継続的に提供し、及び非常時の体制で早期の
業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業
務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期
的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。
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事例９

◎当局の指導内容等
令和６年度介護報酬改定で義務化された口腔衛生の管理について、入所者ごとに施設入所時及び月１回程度の口腔の

健康状態の評価を実施することとなっているが、一部入所者しか実施されていない事例がありましので、実施をお願いします。

◇根拠

＊＜解釈通知＞介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(老企第四四号)

鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例（平成24年12月21日鳥取県条例第76号）

口腔衛生管理に基づく入所者の評価が一部しか行われていない事
例が見受けられた。

第4 運営に関する基準
基準省令第17条の３は、介護老人保健施設の入所者に対する口腔衛生の管理について、入所者の口腔の健康状態

に応じて、以下の手順により計画的に行うべきことを定めたものである。別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、
栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）も参照されたい。
(1) 当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士（以下「歯科医師等」という。）が、当該施設
の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年２回以上行うこと。

(2) 当該施設の従業者又は歯科医師等が入所者毎に施設入所時及び月に１回程度の口腔の健康状態の評価を実施

すること。
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指摘事項
【人員基準関係】
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事例１

◎当局の指導内容等

生活相談員は提供日ごとに配置すること、サービスの提供時間帯を通じた配置することが必要で

すので、配置漏れが無いように人員体制に留意してください。

◇根拠
＊指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年3月31日厚令第37号）

生活相談員について、配置されていない提供日があった。
サービスの提供時間帯を通じた配置となっていない日があった。

第93条 略
一 生活相談員
指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員（専ら当該指定通所介護の提供に
当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１
以上確保されるために必要と認められる数。

サービス：通所介護
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事例２

◎当局の指導内容等

書面上で職員の職種等が確認できない事業所が散見されました。人員基準で示される必要な人
員が適切に配置されているかを確認できるよう、辞令書の交付等を行い、書面上においても職員
の職種を明確にするよう留意してください。また、従業者等の勤務簿がない事業所も散見されまし
たので、整備をお願いします。

《よくある事例》

①異動職員に対する（職種を含めた）辞令が口頭のみとなっている。

②複数の職種を兼務している職員について、辞令が一部職種のみとなっている。

◇根拠

 ＊鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例（平成24年12月21日鳥取県条例第76号）

従業者の職種について書面上で明確にされていない。
従業者の勤務簿の一部未整備が見受けられた

※通所介護の場合
第５条別表６「従業者の配置」
１ 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。
（１）管理者 （２）生活相談員（３）看護師又は准看護師 （４）介護職員 （５）機能訓練指導員

サービス：共通
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指摘事項
【報酬関係】
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事例１

◎当局の指導内容等

個別機能訓練加算にいては、専従の機能訓練指導員が個別機能訓練計画後、３月に１回以上
利用者の居宅に訪問し、生活状況を確認することとなっているが、利用者宅への訪問記録がない
ものが見受けられたので、記録は必ずお願いします。

◇根拠

 ＊厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年三月二十三日厚生労働省告示第九十五号)

個別機能訓練加算において、機能訓練指導員が利用者宅へ訪問した記録がないものが見受け
られた。

サービス：通所介護

23

十六 通所介護費における個別機能訓練加算の基準
イ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(１)～(３) （略）
(４) 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成すること。また、そ
の後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者の居宅における生活状況をその都度確認するとともに、当該利用者又は
その家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。
(５) （略）



事例２

◎当局の指導内容等

令和６年度処遇改善計画書提出時において、キャリアパス要件Ⅲの要件に基づく就業規則等の整備を、誓
約で提出し、６年度中に就業規則等を整備した場合、６年度の実績報告書提出時に「変更に係る届出書」も
併せて提出する必要があるが、提出のない事業所が受けられたので、提出をお願いします。

◇根拠
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について（老発0315第2号令和6年3月15日）

1～２（１）⑤一 （略）
二 一の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全 ての介護職員に周知していること。 ただし、常時雇用する者の数が10 人未
満の事業所等など、労働法規上 の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに 内規等の整備・周知により上記二の要件
を満たすこととしても差し支え ない。また、令和６年度に限り、処遇改善計画書において令和７年３月 末までに上記一の仕組みの整備を行うことを誓約
すれば、令和６年度当 初からキャリアパス要件Ⅲを満たすものとして取り扱っても差し支えな い。ただし、必ず令和７年３月末までに当該仕組みの整
備を行い、実績 報告書においてその旨を報告すること。

２（１）⑤～４ （略）
５都道府県知事等への変更等の届出
⑴ 変更の届出  
介護サービス事業者等は、新加算等を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更（次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限る。） 
があった場合に は、次の①から⑤までに定める事項を記載した別紙様式４ の変更に係る届出書（以下「変更届出書」という。）を届け出ること。 また、
⑥実績報告書を提出する際に、⑥ に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。  
②～⑤ （略）
⑥ 就業規則を改訂（介護職員の処遇に関する内容に限る。）した場合は、 当該改訂の概要を変更届出書に記載すること。

処遇改善加算の実績報告書提出時に６年度中に就業規則を改訂したにも関わらず、変更に係
る届出書等の提出がない事業所が見受けられた。

サービス：全般
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